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ごあいさつと平成18年度事業報告

神奈サ|1県薬斉」師国民健康保険組合

理事長 尾崎 英俊

去る7月28日神奈川県総合業事保健センターで

開催された第96同組合会で役貝改選が行われ、こ

の8月から引き続き辞事長に就任させていただきまし

た尾崎でございます。よろしくお肛Ⅲ致ヽします。

今回選任された役員の先生並びに各委員会の

委員の先生方については、下記にご紹介させていた

だいておりますので私ともどもよろしくお願い致します。

今回の役員改選は、本組合創立以来初の選挙

による選任となり、組合会議員の先生方の関心も高

く37名中32名が出席され、投票前には熱のこもった

議論が交わされました。今回の選挙を通じて感じま

したことは、これを契機に本組合の事業等に対しまし

ても積極的に関心をもっていただき、年2回開催され

る組合会が形骸化されず全員参加で自由閲達な発

言をしていただく場になって欲しいと感じました。

さて、今回の組合会では平成18年度のO事 業

報告②歳入歳出決算③決算剰余令処分について

の議案がそれぞれ議決さ'Lました。

役員並びに音委員会委員

理恵

盲 _

飯田 二 郎

平成18年 度に実施した事業の概略をご報告さ

せていただきます。

先ず、平成7年度から11年 間実施してまいりまし

た支部厚生事業助成金を廃Jにし、その財源を保健

事業のうち特に疾病予防のための健康診査の事

業に充当しました。

その他、保険給付では芽容費と傷病手当金牛の

支給金額の引き上げを行いました。

また、4年目となるウォーク事業は、昨年10月lH(H)

に「三浦半島半ロウォーク 観 音崎コースJを実施し、

あいにくの小雨模様にも拘らず57名 の参加者全員

が約9キロの東京湾沿いの道程を先歩し気持ちの

良い汗を流しました。

その他、全般的には第94回 組合公で議決されま

した事業Hfmi力対ょほぅこ成出来たことは十fFのごj4

解とご協力によるものと深く感謝しております。

時飾柄ご自愛下さいますようお祈り申し11げ就任

のごあいさつと事業幸に告に代えさせていただきます。

任期 自 平成 19年 8月 ]日 至 平成21年 3月 3]日
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国保問題特別検討委員会
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保健事業実行委員会



国民健康保険料

国 庫 支 出 金 2451222,245

市 支 出 金

共 同事業交付金 41467,000

フ 財 産 収 入

411,770,004

1,611,028

1,373,366,21フ

(単位 !円)

●平成18年 度歳入歳出決算額 (単位 :円) ●平成18年 度剰余金処分 (単位 t円)

次年度繰越金   1 431,7361272

綬保険者証が更新されます
平成19年 10月 1日付けで被保険者証 (保険証)が更新されます。新ししヽ保険証はレモン色で

9月下旬に郵送いたします。

位S願 い 】 次のような場合は、届出が必要になります。

01多学のために親元を離れ他の住所に住民票を移している場合

○引越し、地番変更等で住所が変わつた場合

【後期高齢者医療制度と保険証の有効期限について】
○薬剤師国保の組合員の方が、75歳になると、その家族の方全員が菓剤師国保の被保険者資

格を喪失します。よつて、平成21年9月30国までに75歳になる方、およびその家族の方は平

成]9年10月]日付け更新の保険証の有効期限が生年月国により異なります。

○生年月国が昭和8年3月3]国以前の方と、65歳以上で一定の障害があり、現在老人保健医療

を受けてしヽる方は、平成20年4月1日から「後期高齢者医療制度」の対象となります。

(案剤師国保の被保険者証の有効期限は家族の方も含め、平成20年3月3]日までとなります。)

出歳

l 組 合 会 責

2 総  務  費

3 保 険 給 付 費

4老 人保健拠 出金

1,274,825

61,316,4フ l

530,695,571

233,124,384

５

一
６

・
フ

一
８

一
９

介 護 納 付 金 1  8 4 , 3 6 8 , 8 0 1

共 同 事 業 拠 出金 | 81276,000

保 健 事 業 費 19,2111153

2,6フ 71740



平成20年4月から医療保険帝J度が変ります

フ5歳 以上の方の医療が変わります
平成20年4月から、高齢者の心身の特性や生活の実態を踏まえ、高齢社会に対応したしくみである 「後

期高齢者医療制度」が倉」設されます。そのため、75歳 (一定の障害がある65歳)以上の方は、「後期高齢

者医療広域連合」の被保険者となり、薬剤師国保の被保険者資格を喪失することになります。

○医療を受けるとき

薬斉」師国保に加入しながら「老

人保健制度」で医療を受けます。

○窓口で提示するもの

薬斉」師国保の保険証

老人保健医療受給者証

○対象となる方

75歳以上の方および65歳以上

で一定の障害のある方

○保険料

組合員が家族の保険料も合わ

せて菜剤師国保に納めます。

○医療を受けるとき

薬斉」師国保の被保険者資格を喪失し、「後期高齢

者医療制度」で医療を受けます。

○窓口で提示するもの

新たに発行される後期高齢者医療の保険証

○対象となる方

75歳以上の方および65歳以上で一定の障害の

ある方

○保険料

所得などに応じて決められた保険料を被保険者

全員が 「後期高齢者医療広域連合」に納めます。

原則として各人の年金から天引きされます。

【組合員資橋の継続について】
75歳になり、薬剤師国保の被保険者資格を喪失しても、条件を満たせば、組合員資格を継続することが

できます。組合員資格を継続した場合は、フ5歳未満の家族や従業員の方も菜斉」師国保の被保険者資格

を継続することができます。対象となる方に|よ、来年、意向調査を行う予定です。
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新しい健診制度がはじまります!
平成20年4月からメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した新たな

「特定健診 特定保健指導」が医療保険者(薬剤師国保等)に義務づ|ナられます。

対象者となる方は、40歳～74歳の加入者で、ます 「特定健診」では、生活習慣病、とくにメタボリックシ

ンドロームの該当者や予備軍を減少させるため対象者を把握し、次に「特定保健指導」でその対象者の

メタボリックシンドロームの予防 改善に向けての生活改善を指導します。当組合でも医療費適正化と加

入者の生活習慣病予防のための新たな健診制度に積極的に取組んでましヽります。

なお、制度の詳細につきましては、次号または冊子等でこ案内する予定です。

遠隔検診実岡について
健診に行く時間がない方や近くに健診機関がなしヽ等の理由で受診できなしヽ方のために、自宅にいなが

ら受診できる遠隔検診を今年も (株)日本メディカル総研に委託することになりました。病気の早期発見

のためにも、この機会に受診をおすすめします。詳細は同封の 「遠隔検診のこ案内」をこ覧下さい。

受診資橋:35歳以上 (子目がん検査は20歳以上)の加入者

事務所休業のお知らせ
]0月]8国 (木)]9日 (金)は、全国薬剤師国民健康保険組合連合会職員研修会のため、12月7国 (金)|よ、

東日本薬剤師国民健康保険組合職員研1多会のため業務を休ませていただきます。諸手続きについて|よ、

郵送でお願しヽしヽたします。
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日頃の運動不足の解消と生活習慣病の予防を目的とした第5回 「健康ウォークJ

今回は、多摩丘陵の一角に位置する川崎市内で最大の緑地帯である「生回緑地」です。自然に囲まれ

緑豊かな起伏に富んだ健脚向けコースです。

枡形山から、戸隠不動跡、芝生広場、ホタルの里などを歩き進んで日本民家園へ。

この日本民家園の入口で解散となり、その後自由散策になります。

枡形山展望台
一番標高の高い場所が「料形山」

名前の通り四方が屋になつてい

て平安末期に土地の家族 稲毛

氏が城を築き、後に小田原Jと条

氏の出城となつたとされています。

展 望 台 か

らは360受 、

見晴らしが

とてもよく、

多 摩川 や

新 宿 副 都

心 も 見 る

ことができ

ます。

ホタルの里
ゲンジボタルが生息して

います。木々や竹薮に図

まれ自然がいうばいです。

日本民家国

国や県の重要文化財に指定されているものも

多数あり、自川郷の合掌造りの民家などをはじめ、

水車小屋 船頭小

屋 歌舞伎舞台、

そして園路にある

道祖神 庚申塚な

どを見学しながら

歩いていると、ま

るで江戸や明治

の優にタイムスリ

ップして 「峠を越

えて村にやつてき

た」まさにそんな

感じです。

なお、今回の
“
生回緑地八イキング

Ⅲ
は、組

合末加入の方も参加できますので、こ家族や

お友達を誘つてぜひこ参加下さい |

参加賞として全員にパスネットを進呈します。

さらに売歩した方には国本民家園の入場

券と※CIUOカ ードをこ用意していますので

どうぞお楽しみに!(※ 完歩賞のQUOカ ード

は菜斉J師国保組合加入者のみとさせていた

だきます。)

その他の施設
岡本太郎美術館 青少年科学館 プラ

ネタリウム D5,(蒸 気機関車)ブ ル
―トレイン

客 車 展 示

などがあり

ます。

期  日 ●平成19年9月30日 (日)(小雨決行です)

募集人員●80名    参 カロ費●無 料

集  含 ●小田急線 「向ヶ丘遊園駅」南口改札前 10時0分

解  散 ●生田緑地内 「日本民家園」奥の門 12時 0分予定

申込方法0同 封の参加申込書をFaxまたは郵便で組合へお送り下さい。

向ヶ丘遊園駅 → 長者穴古墳群 → 樹形山展望台 → 戸隠不動跡 → ホタルの里 → 伝統

工芸館前 → 岡本太郎美術館前 一 奥の池 → 日本民家園(奥の問)解 散後自由散策

☆その他詳細については、9月中旬に参加者へ直接こ案内します。

D51(蒸 気機関車) 岡本太郎美術館

“
生回線地Aイ キング

"の
詳細は、組台ホームベージhttpノ/kykokuho.or,ipで 置覧いただけます。


